
1－ローマ法における信託遺贈の文言解釈― plus nuncupatum, minus scriptum（吉村）

は
じ
め
に

現
行
民
法
に
は
、
信
託
遺
贈
と
い
う
制
度
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
信
託
遺
贈fideicom

m
issum

が
信
託
遺
贈
と
し
て
独
自
の
機
能

を
有
し
て
い
た
の
は
、
ロ
ー
マ
共
和
政
末
か
ら
古
典
期
に
か
け
て
の
短
い
間
に
す
ぎ
な
い
。
早
く
も
帝
政
末
に
は
遺
贈
と
の
融
合
が
進
み
、

ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
立
法
で
は
遺
贈
と
信
託
遺
贈
の
区
別
は
撤
廃
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
法
文
は
『
遺
贈
及
び
信
託
遺
贈
に
つ
い
て
』
な

ど
の
章
に
統
一
し
て
集
め
ら
れ
る
に
至
る（

１
）

。
し
た
が
っ
て
、
五
、
六
世
紀
に
は
す
で
に
固
有
の
制
度
と
し
て
の
輪
郭
は
な
く
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
現
行
民
法
にfideicom

m
issum

の
痕
跡
を
見
つ
け
る
と
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
民
法
の
流
れ
を
汲
む
、
民
法
第
一
〇
〇
二
―
一
〇

〇
三
条
の
負
担
付
遺
贈
が
そ
の
系
譜
を
引
き
継
い
で
い
る

（
２
）

。

た
し
か
に
、
制
度
の
名
称
と
し
て
は
、
市
民
法
上
の
制
度
で
あ
る
「
遺
贈legatum

」
の
語
が
生
き
残
っ
た
が
、
そ
の
実
質
に
お
い
て

は
、
む
し
ろ
、
信
託
遺
贈
こ
そ
が
生
き
残
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
事
実
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
は
五
三
一
年
の
勅
法
で
、
遺
贈
と
信

は
じ
め
に

一
、
信
託
遺
贈
の
意
義

二
、fideicom

m
issiverba

―
信
託
遺
贈
の
用
語

三
、plus

nuncupatum
,m

inus
scriptum

―
遺
贈
か
ら
の
類
推

ま
と
め

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
信
託
遺
贈
の
文
言
解
釈

―plus
nuncupatum

,m
inus

scriptum
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託
遺
贈
の
規
定
が
相
互
に
矛
盾
す
る
場
合
は
、
信
託
遺
贈
の
緩
や
か
な
規
定
の
方
を
優
越
さ
せ
る
と
定
め
た

（
３
）

。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
信
託
遺
贈
の
真
の
痕
跡
は
、
む
し
ろ
解
釈
方
法
、
適
用
方
法
と
い
っ
た
思
考
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
。
信

託
遺
贈
は
、
市
民
法
の
外
に
出
自
を
も
つ
新
参
者
だ
が
、
遺
贈
と
い
う
古
い
市
民
法
上
の
類
似
制
度
に
寄
生
し
て
、
宿
主
と
と
も
に
、
解

釈
に
よ
っ
て
、
内
部
か
ら
制
度
の
外
壁
を
押
し
広
げ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
信
託
遺
贈
は
、
こ
の
内
側
か
ら
の
改
革
に
留
ま
ら
ず
、
宿
主
を

超
え
て
制
度
の
骨
組
み
自
体
を
動
か
し
、
制
度
そ
の
も
の
を
脱
構
築
し
て
い
っ
た
。
こ
の
原
動
力
も
解
釈
で
あ
る
。
数
世
紀
の
間
、
厳
格

な
市
民
法
の
舞
台
上
と
袖
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
、
こ
う
し
た
旺
盛
な
解
釈
の
展
開
で
、
形
式
主
義
に
そ
の
法
的
根
拠
を
求
め
て
い
た
遺

言
・
遺
贈
の
制
度
は
、「
遺
言
者
の
意
思
」
に
主
た
る
根
拠
を
お
く
制
度
へ
と
変
貌
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
ロ
ー
マ
法
伝
統

の
厳
格
な
形
式
主
義
・
文
言
主
義
の
思
考
方
法
を
、
今
に
つ
な
が
る
意
思
主
義
的
解
釈
方
法
に
転
換
さ
せ
、
法
学
の
解
釈
技
術
を
新
た
な

段
階
に
飛
躍
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
こ
う
し
た
思
考
の
脱
構
築
が
試
み
ら
れ
た
の
が
信
託
遺
贈
の
現
場
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
刻
ま
れ

て
い
る
の
は
、
法
理
を
堅
持
し
な
が
ら
そ
れ
に
拘
泥
し
な
い
高
度
で
自
由
な
法
の
精
神
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
革
命
的
活
動

は
、
ロ
ー
マ
人
ら
し
く
慎
重
に
保
守
的
に
進
め
ら
れ
、
ま
さ
に
首
尾
良
く
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

信
託
遺
贈
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
遺
言
、
遺
贈
制
度
の
解
釈
の
源
流
を
辿
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
法
解
釈
の
大
き
な
可
能
性
に

立
ち
返
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

シ
ュ
ル
ツ
は
「
相
続
法
は
ロ
ー
マ
人
の
法
へ
の
意
思
の
焦
点
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
特
に
遺
贈
に
関
す
る
法
で
真
実
で
あ
る
と
す
る
。
し

か
し
、
複
雑
精
巧
な
網
細
工
を
呈
す
る
膨
大
な
資
料
は
、
実
用
性
が
薄
く
、
労
を
割
く
に
価
し
な
い
と
も
言
う（

４
）

。
あ
る
い
は
そ
う
か
も
し

れ
な
い
。
と
り
わ
け
我
が
国
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
も
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う（

５
）

。
し
か
し
、
あ
ら
た
め
て
前
述

の
よ
う
な
解
釈
の
力
と
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
と
と
思
う
の
だ
。
本
稿
で
は
、
信
託
遺
贈
が
展
開
し
た
内
側
か
ら
と
外
枠
か
ら
の
二
様

の
解
釈
方
法
の
う
ち
、
内
側
か
ら
制
度
枠
を
拡
大
し
て
い
く
解
釈
方
法
に
焦
点
を
当
て
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
制
度
枠
を
脱
構
築
す
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る
解
釈
の
試
み
に
つ
い
て
は
別
稿
で
検
討
し
た
い
。

一
、

信
託
遺
贈
の
意
義

（
一
）
遺
贈
と
信
託
遺
贈

信
託
遺
贈fideicom

m
issum

は
、
遺
言
者
（
Ａ
＝
設
定
者
）
が
、
あ
る
者
（
Ｂ
＝
受
託
者
）
に
対
し
て
、
自
分
の
死
亡
後
に
特
定
の
第

三
者
（
Ｃ
＝
受
益
者
）
に
財
産
の
全
部
も
し
く
は
一
部
を
供
与
す
べ
き
こ
と
を
信
託
す
る
も
の
で
あ
る
。
類
似
の
制
度
で
あ
る
遺
贈

legatum

は
、
遺
言
者
＝
被
相
続
人
（
Ａ
）
が
、
遺
言
に
基
づ
き
、
相
続
人
（
Ｘ
）
の
負
担
に
お
い
て
、
受
遺
者
（
Ｙ
）
に
被
相
続
人
の

財
産
の
一
部
を
供
与
す
る
終
意
処
分
で
あ
る
。
両
者
は
こ
の
よ
う
に
類
似
の
構
造
を
も
つ
が
、
最
大
の
違
い
は
、
遺
贈
が
市
民
法
上
の
古

い
制
度
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
信
託
遺
贈
は
習
俗
に
基
づ
く
行
為
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

遺
贈
は
、
す
で
に
十
二
表
法
に
現
れ
て
お
り（

６
）

、
当
初
よ
り
相
続
規
則
と
密

接
に
結
び
つ
い
て
、
厳
格
な
形
式
主
義
に
拘
束
さ
れ
て
き
た
。
遺
贈
の
設
定

は
、
遺
言
ま
た
は
遺
言
で
確
認
さ
れ
た
小
書
付
で
の
み
な
さ
れ
る
た
め
、
ま

ず
は
前
提
と
し
て
遺
言
が
有
効
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
遺
言
は
、
そ

の
行
為
の
重
要
性
か
ら
、
古
く
か
ら
特
別
厳
格
な
形
式
に
拘
束
さ
れ
て
き
た
。

共
和
政
末
に
は
通
常
の
方
式
に
な
っ
て
い
た
握
取
行
為
遺
言
は
、
規
定
の
方

式
に
則
っ
て
相
続
人
指
定
か
ら
始
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、

儀
礼
的
手
続
を
経
て
、
５
人
の
証
人
を
含
む
７
人
の
立
会
人
に
よ
っ
て
封
印

が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
手
続
は
ロ
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設定者（遺言者） 受託者
Ａ　　　　　　　　　　Ｂ

Ｃ
受益者

遺言者（被相続人） 相続人
Ａ　　　　　　　　　　Ｘ

Ｙ　　
受遺者
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ー
マ
市
民
だ
け
が
利
用
可
能
で
あ
り
、
遺
言
者
に
は
遺
言
作
成
能
力
が
、
相
続
人
に
は
相
続
能
力
が
必
要
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
権

者
ロ
ー
マ
市
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
相
続
能
力
は
、
当
該
遺
言
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
奴
隷
や
後
生
子
に
も
認
め
ら

れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
遺
言
が
有
効
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
遺
贈
自
体
も
方
式
に
則
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
受
遺
者
に
も
相

続
能
力
が
必
要
と
さ
れ
、
目
的
に
応
じ
て
所
定
の
用
語
で
設
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
相
続
、
遺
贈
を
制
限
す
る
法
も

数
々
あ
り
、
こ
う
し
た
規
制
に
抵
触
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
紀
元
前
一
六
九
年
の
ウ
ォ
コ
ニ
ウ
ス
法
は
、
最
も
富
裕
な
階

級
で
あ
る
戸
口
調
査
の
第
一
ク
ラ
ス
の
者
が
女
性
を
相
続
人
に
指
定
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
と
共
に
、
相
続
人
た
ち
が
取
得
す
る
総
額
以
上

に
遺
贈
す
る
こ
と
を
禁
じ
た（

７
）

。
こ
の
よ
う
に
遺
贈
は
、
幾
多
の
制
限
に
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
硬
直
的
体
制
だ
っ
た
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
枠
組
み
に
は
ま
り
さ
え
す
れ
ば
、
正
し
い
言
葉
の
使
用
に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
こ
と
は
履
行
で
き
た（

８
）

。
こ

れ
は
形
式
主
義
の
利
点
で
も
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
信
託
遺
贈
は
、
言
う
な
れ
ば
非
公
式
の
遺
贈
と
い
っ
た
位
置
づ
け
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
市
民
以
外
の
者
に
財
産
を
遺
し

た
い
、
娘
に
財
産
を
引
き
継
が
せ
た
い
と
い
っ
た
場
合
、
遺
贈
の
枠
に
は
は
ま
ら
な
い
た
め
、
信
託
遺
贈
と
い
う
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
方
法

が
選
択
さ
れ
た
。
こ
の
時
そ
れ
が
遺
贈
で
あ
っ
た
な
ら
、
受
遺
者
に
訴
権
が
付
与
さ
れ
、
相
続
人
が
引
き
渡
し
を
し
な
い
な
ど
遺
贈
の
不

履
行
に
対
し
て
は
、
方
式
書
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
信
託
遺
贈
の
場
合
は
、
習
俗
上
の
義
務
を
負
う
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
法
的
な
拘
束
力
は
な
く
、
字
義
通
り
、
受
託
し
た
者
の
信
義
に
の
み
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
受
託
者
が
履

行
し
な
い
と
し
て
も
法
的
な
救
済
手
段
は
な
く
、
履
行
す
る
か
否
か
は
受
託
者
次
第
で
あ
っ
た
。

両
制
度
が
こ
う
し
て
表
―
裏
で
棲
み
分
け
る
均
衡
状
態
が
崩
れ
た
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
が
信
託
遺
贈
に
執
政
官
の
権
限
に
基
づ

く
介
入
を
認
め
た
と
き
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
帝
に
よ
っ
て
信
託
遺
贈
掛
法
務
官
が
設
置
さ
れ
、
属
州
で
は
属
州
長

官
が
特
別
審
理
手
続
で
こ
れ
を
扱
う
に
至
り
、
法
的
救
済
の
道
は
確
た
る
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
以
降
、
こ
う
し
た
裁
判
過
程
の
中
で
次
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第
に
遺
贈
と
信
託
遺
贈
は
融
解
し
て
い
く
方
向
に
動
き
だ
す
こ
と
に
な
る

（
９
）

。

二
世
紀
中
頃
の
法
学
者
ガ
イ
ウ
ス
は
、「
信
託
遺
贈
に
よ
っ
て
遺
さ
れ
た
も
の
と
直
接
遺
贈
に
よ
っ
て
遺
さ
れ
た
も
の
の
間
に
は
大
き

な
違
い
が
あ
る
」（G

.2 ,268

）
と
し
て
両
者
の
相
違
点
を
多
数
列
挙
し
て
い
る
。
類
別
す
る
と
次
の
数
点
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
（G

.2 ,269 -

289

）。
第
一
は
、
受
益
者
の
範
囲
に
関
わ
る
。
遺
贈
を
受
け
る
者
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
ロ
ー
マ
市
民
で
あ
る
必
要
が
あ
り
、
さ
ら
に
相

続
・
遺
贈
を
制
限
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
信
託
遺
贈
に
は
そ
う
し
た
制
限
は
な
く
、
遺
贈

を
受
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
に
も
財
産
を
遺
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
特
徴
か
ら
ガ
イ
ウ
ス
は
、
例
え
ば
外
人
の
よ
う
に
、
市
民
法

上
は
直
接
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
財
産
を
渡
す
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
が
信
託
遺
贈
の
起
源
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い

う
（G

.2 ,285

）。
第
二
は
、
設
定
方
法
に
関
わ
る
。
遺
贈
は
有
効
な
遺
言
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
っ
た
が
、
信
託
遺
贈
は
遺
言
で
確
認

さ
れ
な
い
小
書
付
に
よ
っ
て
も
設
定
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
有
効
な
遺
言
が
な
い
時
で
も
、
信
託
遺
贈
に
よ
っ
て
財
産
を
遺
す
こ
と
が

で
き
た
。
第
三
は
、
受
託
者
の
範
囲
に
関
わ
る
。
遺
贈
の
負
担
を
負
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
相
続
人
の
み
で
あ
っ
た
が
、
信
託
遺
贈
な
ら

ば
、
相
続
人
だ
け
で
な
く
受
遺
者
で
も
受
益
者
で
も
負
担
で
き
た
。
さ
ら
に
相
続
人
死
亡
後
の
相
続
人
を
指
定
し
て
受
託
者
に
す
る
こ
と

も
で
き
た（

10
）

。
他
に
も
、
両
者
の
訴
求
方
法
の
違
い
が
い
く
つ
か
挙
が
る
。
こ
う
し
た
両
者
の
違
い
は
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
以
降
ユ
ス
テ

ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
に
至
る
過
程
で
次
第
に
均
さ
れ
解
消
さ
れ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
し
か
し
こ
の
違
い
か
ら
信
託
遺
贈
の
意
義
が
ど
こ
に
あ
っ

た
の
か
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
信
託
遺
贈
の
意
義

ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
は
、
こ
の
ガ
イ
ウ
ス
の
列
挙
し
た
相
違
点
に
、
信
託
遺
贈
の
機
能
を
探
る
重
要
な
示
唆
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
類
別
の

第
一
の
点
は
、
一
挙
に
可
能
な
受
益
者
の
範
囲
を
拡
大
す
る
。
第
二
の
点
は
、
無
遺
言
相
続
の
性
質
を
完
全
に
変
え
る
。
第
三
の
点
は
、
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設
定
者
が
死
亡
後
も
現
世
に
影
響
力
を
及
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
注
意
が
注
が
れ
て
き
た
の
は
、
こ
の
う
ち
の
二
つ
、
第

一
点
と
第
三
点
で
あ
っ
た
。
第
一
の
点
は
、
市
民
法
上
受
遺
資
格
を
剥
奪
さ
れ
た
者
の
た
め
に
信
託
遺
贈
を
設
定
す
る
可
能
性
を
導
く
。

ガ
イ
ウ
ス
が
こ
れ
を
信
託
遺
贈
の
起
源
で
あ
る
と
推
察
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（G

.2 ,285

）。
第
三
の
点
は
、
い
わ
ゆ
る
永
代

譲
渡
を
設
定
す
る
可
能
性
を
導
き
、
近
世
以
降
の
家
族
世
襲
財
産
の
議
論
に
つ
な
が
る
論
点
と
な
る
。
し
か
し
、
し
ば
し
ば
信
託
遺
贈
の

意
義
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
こ
の
第
一
点
、
市
民
法
上
の
不
適
格
者
に
利
益
を
与
え
る
と
い
う
役
割
は
次
第
に
縮
小
し
て
い
く
。
ガ
イ
ウ

ス
の
時
代
に
は
す
で
に
元
老
院
議
決
等
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
制
限
規
定
の
多
く
が
信
託
遺
贈
に
も
及
ぼ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り

（G
.2 ,285 -287

）、
こ
の
利
点
は
早
く
に
ほ
と
ん
ど
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
信
託
遺
贈
が
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら

れ
る
の
は
、
む
し
ろ
そ
れ
以
降
な
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
信
託
遺
贈
の
意
義
を
考
え
る
と
き
、
こ
う
し
た
市
民
法
の
抜
け
道
と
し
て
の
利
用
法
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ

れ
が
主
た
る
存
在
意
義
だ
と
す
る
と
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
以
降
次
第
に
信
託
遺
贈
に
法
的
救
済
の
道
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
整

合
的
に
説
明
で
き
そ
う
に
な
い
。
も
っ
と
別
の
理
由
が
考
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ガ
イ
ウ
ス
の
挙
げ
た
、
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
第
二
の
点
が
示
唆
を
与
え
る
。
信
託
遺
贈
が
不
完
全
な
遺
言
を
救
済
す
る
手
段
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
信
託
遺
贈
が
介
在
し
て
遺
言
相
続
と
無
遺
言
相
続
の
境
界
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、

ロ
ー
マ
の
厳
格
な
形
式
主
義
の
牙
城
で
あ
る
遺
言
制
度
を
揺
さ
ぶ
る
大
事
業
で
あ
る（

11
）

。
信
託
遺
贈
の
こ
の
革
命
的
営
み
は
、
遺
言
制
度
の

中
に
解
消
さ
れ
、
形
な
く
溶
融
し
て
き
た
た
め
に
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
大
き
な
論
点
は
、
本
稿
だ
け
で
は
カ
バ

ー
し
き
れ
な
い
。
本
稿
で
は
信
託
遺
贈
の
こ
の
真
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
先
鞭
と
し
て
、
文
言
解
釈
を
通
じ
た
救
済
に
つ
い
て
考
え

る
。
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（
三
）
法
源

そ
の
前
に
、
信
託
遺
贈
法
の
発
展
の
担
い
手
は
誰
な
の
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

ロ
ー
マ
法
で
多
く
の
私
法
分
野
は
、
法
務
官
告
示
を
第
一
の
法
源
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
が
、
信
託
遺
贈
は
む
し
ろ
こ
の
告
示
シ
ス

テ
ム
の
枠
外
で
発
達
し
て
い
っ
た
。
信
託
遺
贈
が
市
民
掛
法
務
官
の
管
轄
す
る
問
題
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
法
務
官
の
告
示
の
対
象
に
な

り
に
く
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ま
っ
た
く
無
関
係
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ガ
イ
ウ
ス
は
、
信
託
遺
贈
相
続
財
産
の

回
復
の
訴

hereditatis
petitio

fideicom
m

issaria

が
告
示
の
中
に
規
定
さ
れ
た
と
記
し
て
い
る
し

（
12
）

、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
告
示
注
解
に
は
、

遺
贈
の
た
め
の
告
示
上
の
様
々
な
救
済
方
法
が
信
託
遺
贈
に
も
類
推
適
用
さ
れ
た
例
が
い
く
つ
も
挙
が
る（

13
）

。
遺
贈
に
つ
い
て
発
展
し
た
告

示
上
の
救
済
方
法
が
、
法
学
者
を
通
じ
て
信
託
遺
贈
に
間
接
的
に
及
ぼ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
。

信
託
遺
贈
を
発
展
さ
せ
た
主
要
な
法
源
は
、
告
示
以
外
の
法
源
、
す
な
わ
ち
、
法
学
者
、
皇
帝
、
元
老
院
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の

三
者
は
非
常
に
緊
密
な
関
係
に
あ
る
。
法
学
者
は
元
老
院
に
所
属
し
て
い
た
し
、
皇
帝
の
助
言
者
と
し
て
仕
え
て
も
い
た
か
ら
だ
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
三
つ
の
法
源
の
要
は
法
学
者
で
あ
り
、
彼
ら
が
皇
帝
や
元
老
院
の
背
後
に
控
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
学
者
た
ち
は
、
信

託
遺
贈
に
つ
い
て
膨
大
な
文
書
を
残
し
て
い
る
。
著
作
の
ピ
ー
ク
は
二
回
、
二
世
紀
と
三
世
紀
に
あ
る
。
一
回
目
は
、
一
四
〇
年
か
ら
一

六
〇
年
頃
の
間
の
二
世
紀
中
期
で
、
四
人
の
法
学
者
が
「
信
託
遺
贈
に
つ
い
て

de
fideicom

m
issis

」
と
い
う
著
作
を
残
し
て
い
る
。
ポ

ン
ポ
ニ
ウ
ス
（
全
五
巻
）、
ウ
ァ
レ
ン
ス
（
全
七
巻
）、
ガ
イ
ウ
ス
（
全
二
巻
）、
マ
エ
キ
ア
ヌ
ス
（
全
一
六
巻
）
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、

ガ
イ
ウ
ス
に
「
黙
示
の
信
託
遺
贈
に
つ
い
て
（de

tacitis
fidescom

m
issis

）」
と
い
う
単
巻
の
作
品
が
あ
る
。
二
回
目
の
著
作
の
ピ
ー
ク

は
、
二
一
〇
年
か
ら
二
三
〇
年
頃
の
三
世
紀
初
期
で
、「
信
託
遺
贈
に
つ
い
て
」
と
い
う
著
作
が
、
パ
ウ
ル
ス
（
全
三
巻
）、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ

ス
（
全
六
巻
）
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
パ
ウ
ル
ス
に
は
「
黙
示
の
信
託
遺
贈
に
つ
い
て
」
の
単
巻
書
が
あ
り
、
モ
デ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
も
「
遺

贈
及
び
信
託
遺
贈
に
つ
い
てde

legatis
et

fideicom
m

issis

」
と
い
う
単
巻
書
が
あ
る
。
ま
た
、
セ
ウ
ェ
ル
ス
期
の
三
名
士
の
一
人
、
パ
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ピ
ニ
ア
ヌ
ス
も
解
答
録responsa

と
質
疑
録quaestiones

に
重
要
な
提
言
を
残
す
。
信
託
遺
贈
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
著
作
は
な
い
け

れ
ど
も
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
の
顧
問
を
務
め
、
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ
ル
ス
帝
の
頃
に
解
答

を
多
く
与
え
た
、
ク
ウ
ィ
ン
ト
ゥ
ス
・
セ
ル
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
・
ス
カ
エ
ウ
ォ
ラ
で
あ
る
。
彼
は
解
答
を
蒐
集
し
た
法
学
大
全digesta

や

解
答
録responsa

と
い
っ
た
作
品
に
信
託
遺
贈
に
関
す
る
多
く
の
見
解
を
残
し
、
信
託
遺
贈
の
法
発
展
に
大
い
に
貢
献
し
て
い
る

（
14
）

。

勅
法
は
ど
う
か
。
学
説
彙
纂
に
収
録
さ
れ
る
信
託
遺
贈
の
事
案
に
は
、
し
ば
し
ば
皇
帝
が
自
ら
審
理
し
て
出
し
た
勅
裁decretum （

15
）

、
官

吏
や
政
務
官
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
る
指
令rescriptum

や
勅
書epistura （

16
）

が
登
場
す
る

（
17
）

。
最
初
に
信
託
遺
贈
の
法
的
救
済
が
認
め
ら
れ
た

の
も
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
に
よ
る
決
断
で
あ
っ
た

（
18
）

。
ガ
イ
ウ
ス
に
も
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
指
令
が
記
さ
れ
て
い
る
（G

.2 ,280

）。
こ
う

し
た
勅
法
が
明
白
に
特
定
個
人
に
の
み
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
は
別
と
し
て
、
類
似
ケ
ー
ス
に
対
し
て
先
例
と
し
て
働
い
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る

（
19
）

。

重
要
な
の
は
元
老
院
議
決
で
あ
る
。
特
に
、
五
六
―
七
年
の
ト
レ
ベ
ッ
リ
ア
ヌ
ム
元
老
院
議
決
は
、
七
三
（
？
）
年
の
ペ
ガ
シ
ア
ヌ
ム

元
老
院
議
決
と
と
も
に
、
相
続
財
産
の
信
託
遺
贈
に
関
す
る
手
続
法
を
徹
底
的
に
修
正
し
た（

20
）

。
一
〇
三
年
の
ル
ブ
リ
ア
ヌ
ム
元
老
院
議
決

は
奴
隷
解
放
の
信
託
遺
贈
に
つ
い
て
規
定
し（

21
）

、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
一
二
七
年
の
ユ
ン
キ
ア
ヌ
ム
元
老
院
議
決
な
ど
数
個
の

元
老
院
議
決
で
規
定
が
作
ら
れ
た（

22
）

。
他
に
も
、
一
二
三
年
の
ア
プ
ロ
ニ
ア
ヌ
ム
元
老
院
議
決
は
都
市
が
総
財
産
の
信
託
遺
贈
の
受
益
者
に

な
り
う
る
こ
と
を
決
め
て
い
る

（
23
）

。
こ
れ
ら
信
託
遺
贈
に
関
わ
る
元
老
院
議
決
の
多
く
が
、
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
（
在
位
一
一
七
ー
一
三
八
年
）

に
負
う
も
の
で
あ
り
、
法
学
者
の
著
作
の
ピ
ー
ク
も
こ
の
直
後
に
訪
れ
る

（
24
）

。

二
、

fideicom
m

issiverba

―
信
託
遺
贈
の
用
語

さ
て
、
信
託
遺
贈
の
設
定
方
式
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
説
明
は
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
。「
當
初
は
懇
願
的
の
用
語
（verba

precativa

）
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を
用
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
が
、S

everus

の
勅
法
以
来
は
意
思
さ
え
判
明
す
れ
ば
用
語
の
如
何
は
問
わ
な
い
。
文
書
に
よ

る
と
口
頭
た
る
と
、
明
示
た
る
と
黙
示
た
る
と
、
証
人
前
た
る
と
そ
う
で
な
い
と
、
遺
言
中
で
な
す
と
そ
う
で
な
い
と
を
問
わ
な
い
。
通

常
は
信
託
遺
贈
義
務
者
に
対
す
る
書
面
（codicili

小
書
付
）
を
以
て
行
わ
れ
た
」

（
25
）

。

前
半
部
は
、
信
託
遺
贈
の
文
言
形
式
の
自
由
、
後
半
部
は
、
さ
ら
に
設
定
形
式
の
自
由
と
い
う
特
徴
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
が
、
ま
ず
は
、

パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
の
法
文
が
こ
の
前
半
部
を
裏
付
け
る
。

Pap.19
quaest.D

.31 ,67 ,9

Si
om

issa
fideicom

m
issi

verba
sint

et
cetera

quae
leguntur

cum
his,

quae
scribi

debuerunt,
congruant,

recte
datum

et
m

inus

scriptum
exem

plo
institutionis

legatorum
que

intellegetur:quam
sententiam

optim
us

quoque
im

perator
noster

Severus
secutus

est.信
託
遺
贈
の
用
語
が
省
か
れ
て
い
て
も
、
そ
の
他
の
読
み
取
ら
れ
る
こ
と
が
、
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
と
一
致
す
る

な
ら
、（
信
託
遺
贈
は
）
正
当
に
与
え
ら
れ
、
相
続
人
の
指
名
と
遺
贈
の
例
に
な
ら
っ
て
少
な
く
書
か
れ
た
と
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

至
高
の
皇
帝
セ
ウ
ェ
ル
ス
も
こ
の
見
解
に
従
っ
た
。

こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
第
一
に
、「
信
託
遺
贈
の
用
語fideicom

m
issi

verba

」
と
い
う
概
念
が
あ
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、
信

託
遺
贈
の
解
釈
に
、
市
民
法
上
の
相
続
人
指
名
と
遺
贈
の
解
釈
が
類
推
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
第
三
に
セ
ウ
ェ
ル
ス
帝
が

こ
う
し
た
解
釈
を
追
認
す
る
勅
法
を
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
章
で
は
ま
ず
、
第
一
の
点
を
扱
お
う
。
信
託
遺
贈
の
文
言
形
式
に
つ
い
て
は
、
用
語
の
如
何
に
と
ど
ま
ら
ず
、
言
語
の
如
何
も
問
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わ
れ
な
い
こ
と
は
、
法
文
で
も
確
認
で
き
る

（
26
）

。
し
か
し
、
こ
こ
に
示
唆
さ
れ
る
よ
う
な
定
型
文
言
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
遺
贈
の
形

式
主
義
・
文
言
主
義
に
対
し
て
、
信
託
遺
贈
が
形
式
自
由
・
意
思
尊
重
で
あ
っ
た
と
い
う
図
式
は
少
し
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
少
な
く
と
も
初
期
に
は
、
信
託
遺
贈
も
ま
た
、
遺
贈
の
例
に
倣
っ
て
、
特
定
の
用
語
の
使
用
を
標
識
に
法
的
な
拘
束
力
を
認
め
て

い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
治
下
か
ら
法
的
な
保
護
の
範
疇
に
入
っ
た
こ
の
新
し
い
法
制
度
は
、
当
初
、
ロ
ー
マ
法
の
伝

統
的
な
形
式
主
義
の
思
考
方
法
に
遵
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

で
は
、「
信
託
遺
贈
の
用
語

fideicom
m

issi
verba

」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
と
ま
っ
た
説
明
と
し
て
伝
え
ら
れ
る

中
で
最
も
古
い
の
は
、
二
世
紀
の
法
学
者
ガ
イ
ウ
ス
に
よ
る
列
挙
で
あ
る
。

G
.2 ,249

V
erba

autem
utilia

fideicom
m

issorum
haec

[recte]
m

axim
e

in
usu

esse
uidentur:

P
E

T
O

,
R

O
G

O
,

V
O

L
O

,
F

ID
E

I

C
O

M
M

IT
T

O
,quae

proinde
firm

a
singula

sunt,atque
siom

nia
in

unum
congesta

sint.

信
託
遺
贈
の
有
効
な
用
語
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
最
も
正
し
く
、
最
も
普
通
に
用
い
ら
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
。「
私
は
要

求
す
るP

E
T

O

」「
私
は
依
頼
す
るR

O
G

O

」「
私
は
欲
す
るV

O
L

O

」「
私
は
信
義
に
ゆ
だ
ね
るF

ID
E

IC
O

M
M

IT
T

O

」
と
。
こ
れ

ら
の
用
語
が
一
つ
づ
つ
用
い
ら
れ
て
も
複
数
で
用
い
ら
れ
て
も
有
効
と
す
る

（
27
）

。

ガ
イ
ウ
ス
は
こ
こ
で
、
信
託
遺
贈
を
有
効
に
す
る
懇
願
的
な
用
語
を
四
つ
挙
げ
る
。
信
託
遺
贈
は
、
設
定
者
＝
遺
言
者
（
Ａ
）、
受
託

者
（
Ｂ
）、
受
益
者
（
Ｃ
）
の
三
者
構
造
を
と
る
が
、
こ
れ
ら
の
用
語
は
み
な
、
Ａ
が
Ｃ
に
何
か
を
与
え
る
よ
う
に
Ｂ
に
依
頼
す
る
形
を

と
る
。
ガ
イ
ウ
ス
の
挙
げ
る
例
を
引
用
す
れ
ば
、"R

O
G

O
T

E
,

L
V

C
I

T
IT

I,
P

E
T

O
Q

V
E

A
T

E
,

V
T

C
V

M
P

R
IM

V
M

P
O

S
S

IS
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H
E

R
E

D
IT

A
T

E
M

M
E

A
M

A
D

IR
E

,G
A

IO
SE

IO
R

E
D

D
A

S
R

E
ST

IT
V

A
S."

「
ル
キ
ウ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
（
Ｂ
）
よ
、
私
は
あ
な
た

に
請
託
し
、
ま
た
要
求
す
る
。
あ
な
た
が
私
の
相
続
財
産
を
相
続
す
る
や
否
や
、
あ
な
た
は
直
ち
に
こ
れ
を
ガ
イ
ウ
ス
・
セ
イ
ユ
ス
（
Ｃ
）

に
交
付
せ
よ
」

（
28
）

と
い
っ
た
形
で
あ
る
。

ガ
イ
ウ
ス
以
前
の
一
世
紀
の
法
学
者
た
ち
、
ペ
ガ
ス
ス
、
ヤ
ウ
ォ
レ
ヌ
ス
、
ケ
ル
ス
ス
、
ア
リ
ス
ト
ー
、
プ
ロ
ク
ル
ス
な
ど
が
信
託
遺

贈
を
取
り
上
げ
た
ケ
ー
ス
で
は
、
こ
れ
ら
四
つ
の
用
語
以
外
は
使
用
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
よ
う
だ
。

（
29
）

し
た
が
っ
て
、
お
お
よ
そ
こ
の
四
つ

が
最
初
の
典
型
的
な
用
語
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
信
託
遺
贈
の
用
語
は
、
古
典
期
後
期
の
三
世
紀
末
か
ら
四
世
紀
に
な
る
と
さ
ら
に
一
〇
以
上
に
増
え
る
。
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
、

「
私
は
あ
な
た
が
与
え
る
こ
と
を
願
うcupio

des

」「
私
は
あ
な
た
が
与
え
る
こ
と
を
望
むopto

des

」「
私
は
あ
な
た
が
与
え
る
と
信
じ
て

い
るcredo

et
daturum

」
で
も
信
託
遺
贈
を
設
定
で
き
る
と
す
る

（
30
）

。
さ
ら
に
、
パ
ウ
ル
ス
の
断
案
録sententiae

で
も
文
言
の
新
た
な
列

挙
が
な
さ
れ
る
。

P.S.4 ,1 ,6

Fideicom
m

ittere
his

verbis
possum

us
rogo,

peto,
volo,

m
ando,

deprecor,
cupio,

iniungo.
D

esidero
quoque

et
im

pero
verba

utile
faciuntfideicom

m
issum

.R
elinquo

vero
etcom

m
endo

nullam
fideicom

m
issipariuntactionem

.

信
託
遺
贈
は
次
の
言
葉
で
設
定
で
き
る
。「
私
は
頼
むR

O
G

O
」「
私
は
要
求
す
るP

E
T

O

」「
私
は
欲
す
るV

O
L

O

」「
私
は
託
す
る

M
A

N
D

O

」「
私
は
嘆
願
す
るD

E
PR

E
C

O
R

」「
私
は
願
うC

U
PIO

」「
私
は
命
ず
るIN

IU
N

G
O

」。「
私
は
望
むD

E
SID

E
R

O

」「
私

は
命
ず
るIM

PE
R

O

」
こ
れ
ら
も
信
託
遺
贈
を
有
効
に
す
る
。
し
か
し
、「
私
は
残
すR

E
L

IN
Q

U
O

」「
私
は
任
せ
るC

O
M

M
E

N
D

O

」

は
信
託
遺
贈
に
関
す
る
訴
権
を
も
た
ら
さ
な
い
。
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こ
こ
で
は
、
ガ
イ
ウ
ス
の
四
つ
の
基
本
用
語
を
維
持
し
つ
つ
、
新
た
な
類
似
用
語
の
追
加
が
あ
る
。「
私
は
頼
むR

O
G

O

」「
私
は
要
求

す
るPE

T
O

」「
私
は
欲
す
るV

O
L

O

」
の
三
つ
は
ガ
イ
ウ
ス
と
重
な
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、「
私
は
託
す
るM

A
N

D
O

」「
私
は
嘆
願
す

るD
E

P
R

E
C

O
R

」「
私
は
願
うC

U
P

IO

」「
私
は
命
ず
るIN

IU
N

G
O

」「
私
は
望
むD

E
S

ID
E

R
O

」「
私
は
命
ず
るIM

P
E

R
O

」
の
六
つ

の
文
言
で
も
信
託
遺
贈
の
設
定
が
で
き
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、「
私
は
残
すR

E
L

IN
Q

U
O

」「
私
は
任
せ
るC

O
M

M
E

N
D

O

」
で

は
設
定
で
き
な
い
と
す
る
。R

E
L

IN
Q

U
O

は
、
直
接
誰
か
に
財
産
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
語
で
あ
り
、
受
託
者
を
介
し
て
間

接
的
に
受
益
者
に
財
産
を
移
転
さ
せ
る
信
託
遺
贈
の
趣
旨
か
ら
逸
脱
す
る
。
ま
た
、C

O
M

M
E

N
D

O

は
、
法
的
な
処
分
行
為
の
意
図
が
曖

昧
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
人
は
し
ば
し
ば
財
産
を
管
理
し
た
り
家
族
の
面
倒
を
見
る
こ
と
を
友
人
に
依
頼
し
て
い
た
が
、
事
務
管
理
の
み
の
依

頼
に
も
こ
の
語
が
使
用
さ
れ
、
積
極
的
に
信
託
遺
贈
の
意
図
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る（

31
）

。

法
学
者
た
ち
が
、
用
語
の
問
題
に
多
く
を
費
や
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
信
託
遺
贈
の
用
語
の
認
識
は
古
典
期
を
通
じ
て
持

続
し
て
お
り
、verba

fideicom
m

issi

と
い
う
表
現
は
一
九
例
、
う
ち
一
四
は
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
作
品
に
見
ら
れ
、
一
八
は
セ
ウ
ェ
ル
ス
朝

期
に
属
す
る

（
32
）

。
ま
た
、
学
説
彙
纂
の
中
で
、
信
託
遺
贈
に
曖
昧
な
用
語
が
多
用
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
む
し
ろ
先
の
主
要
な
四
つ
の
用
語

が
一
般
性
を
持
ち
続
け
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
る（

33
）

。
一
世
紀
に
使
用
さ
れ
た
四
つ
の
基
本
的
な
用
語
か
ら
三
世
紀
末
に
使
用
さ
れ
た
一
〇
く

ら
い
の
用
語
に
至
る
ま
で
、
一
定
の
展
開
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
総
じ
て
法
学
者
た
ち
は
新
し
い
用
語
を
提
示
す
る
こ
と
に

は
緩
慢
で
ま
た
警
戒
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う（

34
）

。

で
は
、
信
託
遺
贈
の
用
語
と
遺
贈
の
用
語
は
何
が
違
う
の
か
。
遺
贈
の
設
定
に
は
定
型
の
用
語
が
あ
っ
た
。
物
権
遺
贈
で
あ
れ
ば
、do

lego

「
私
は
与
え
遺
贈
す
る
」、
債
権
遺
贈
で
あ
れ
ば
、dare

dam
nas

esto
「
与
え
る
責
め
に
任
ぜ
よ
」、
こ
れ
ら
を
使
う
こ
と
が
必
須
で

あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
が
使
用
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
遺
贈
が
直
ち
に
無
効
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
な
か
っ
た
。
物
権
遺
贈
で
は
、

ガ
イ
ウ
ス
の
時
代
に
は
、do

の
み
、lego

の
み
で
も
可
能
で
あ
っ
た
し
、
学
者
た
ち
は
、sum

ito

「
獲
得
せ
よ
」、sibi

habeto

「
所
有
せ
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よ
」、capito

「
取
得
せ
よ
」
の
語
で
も
よ
い
と
し
て
い
た（

35
）

。
債
権
遺
贈
で
は
、
早
く
も
共
和
政
末
に
は
、
遺
言
者
がdare

を
落
と
し
、

dam
nas

esto

と
だ
け
書
い
た
債
権
遺
贈
を
、
ア
ル
フ
ェ
ヌ
ス
・
ヴ
ァ
ル
ス
は
有
効
と
す
べ
き
と
し
て
い
る

（
36
）

。
ま
た
、dato

「
供
与
せ
よ
」

で
も
認
め
ら
れ
た

（
37
）

。
遺
贈
の
用
語
が
早
く
か
ら
緩
和
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
遺
贈
の
場
合
、
こ
れ
ら
の

用
語
の
使
用
が
守
ら
れ
る
場
合
に
は
、
す
べ
て
式
語
﹇verba

sollem
nia

﹈
を
構
成
し
て
遺
贈
は
有
効
に
な
り
、
受
遺
者
に
は
相
続
人
に

対
す
る
訴
権
が
与
え
ら
れ
た
。
遺
贈
を
設
定
す
る
用
語
の
一
覧
は
、
徐
々
に
広
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
限
定
さ
れ
、「
閉
じ
て
」
い
て
、

一
覧
の
用
語
を
使
用
す
る
か
否
か
が
遺
贈
の
有
効
・
無
効
を
決
定
す
る
法
的
な
構
成
要
件
と
な
っ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
信
託
遺
贈
の
用
語
は
む
し
ろ
「
開
か
れ
て
」
い
る
。
信
託
遺
贈
の
用
語
の
場
合
は
、
標
準
と
な
る
用
語
が
使
用
さ
れ

て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
有
効
に
な
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た（

38
）

。
こ
れ
は
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
例
で

は
、
遺
言
者
はrogo

を
使
用
し
て
い
る
が
、
信
託
遺
贈
に
は
な
ら
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
信
託
遺
贈
が
明
確
に
表
明
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
理
由
で
あ
る

（
39
）

。
同
様
の
理
由
か
ら
信
託
遺
贈
を
否
定
す
る
例
は
他
に
も
い
く
つ
か
あ
る
が
、
や
は
り
文
言
か
ら
受
託
者
に
信
託
遺
贈

の
法
的
義
務
を
負
わ
せ
る
と
い
う
設
定
者
の
意
思
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
理
由
と
さ
れ
て
い
る（

40
）

。

形
式
主
義
の
伝
統
か
ら
す
る
と
、
法
的
拘
束
力
は
式
語
を
含
む
儀
礼
的
行
為
か
ら
発
生
す
る
。
ゆ
え
に
、
古
く
か
ら
の
市
民
法
上
の
制

度
で
あ
る
遺
贈
の
用
語
が
限
定
さ
れ
、「
閉
じ
て
」
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
信
託
遺
贈
は
、
習
俗
由
来
の
制
度
と
し
て
紀
元
後
、
新
し

く
法
的
に
承
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
だ
が
、
用
語
は
や
は
り
重
要
で
あ
り
、
遺
贈
と
同
様
に
、
用
語
に
多
く
の
神
経
が
使
わ
れ
た
。

し
か
し
、
用
語
に
負
わ
さ
れ
た
機
能
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
。
遺
贈
の
用
語
は
、
法
的
な
構
成
要
件
で
あ
っ
た
が
、
信
託
遺
贈
の
用

語
は
、
そ
こ
か
ら
遺
言
者
の
意
思
を
検
証
す
る
証
拠
で
あ
り
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
っ
た
と
い
え
る（

41
）

。
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三
、

plus
nuncupatum

,m
inus

scriptum

―
遺
贈
か
ら
の
類
推

前
章
冒
頭
に
引
用
し
た
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
法
文
（D

.31 ,67 ,9

）
に
再
び
戻
ろ
う
。
そ
こ
で
示
さ
れ
て
い
た
第
二
の
点
は
、
信
託
遺
贈
の
文

言
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
市
民
法
上
の
相
続
人
指
定
と
遺
贈
の
解
釈
が
類
推
適
用
さ
れ
る
べ
し
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
パ
ピ
ニ
ア
ヌ

ス
の
い
う
、
相
続
人
指
定
や
遺
贈
の
解
釈
方
法
と
は
何
な
の
か
。

前
章
で
は
、
信
託
遺
贈
の
成
立
に
必
要
な
用
語
は
開
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
遺
贈
の
用
語
は
閉
じ
て
い
た
と
い
う
理
解
に
達
し

た
が
、「
閉
じ
て
」
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
遺
贈
が
頑
迷
に
形
式
主
義
に
拘
泥
し
て
い
た
と
考
え
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
遺
贈
は
、
か

な
り
早
い
段
階
か
ら
、
柔
軟
な
運
用
に
舵
を
切
っ
て
い
た
。
先
述
の
よ
う
に
、
共
和
政
末
に
は
も
う
、dam

nas
esto

の
よ
う
に
用
語
が
完

全
で
な
い
場
合
で
も
、
こ
れ
を
有
効
と
見
な
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
相
続
人
指
定
の
用
語
、heres

esto

に
つ
い
て
も
、
同
様
に
補
足
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
、heres

esto

のesto

が
無
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
名
前
だ
け
し
か
な
い
ケ
ー
ス
で
も
有

効
と
し
て
い
る
。

U
lp.1 ad

Sab.D
.28 ,5 ,1 ,5

Si
autem

sic
scribat:

"L
ucius

heres",licet
non

adiecerit
"esto",credim

us
plus

nuncupatum
,m

inus
scriptum

:
et

si
ita:

"L
ucius

esto",
tantundem

dicim
us:

ergo
et

si
ita:

"L
ucius"

solum
m

odo.
M

arcellus
non

insuptiliter
non

putat
hodie

hoc
procedere.

D
ivus

autem
Pius,cum

quidam
portiones

inter
heredes

distribuisset
ita:

"Ille
ex

parte
tota,ille

ex
tota"

nec
adiecisset

"heres

esto",rescripsitvalere
institutionem

:quod
etIulianus

scripsit.

し
か
し
な
が
ら
、
も
し
（
遺
言
者
が
）
次
の
よ
う
に
、
即
ち
「
ル
キ
ウ
ス
が
相
続
人heres

」
と
書
い
た
場
合
、
た
と
え
そ
の
者
が

「
と
な
れesto

」
を
付
け
加
え
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、plus

nuncupatum
,

m
inus

scriptum

﹇
よ
り
多
く
言
明
が
な
さ
れ
、
よ
り
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15－ローマ法における信託遺贈の文言解釈― plus nuncupatum, minus scriptum（吉村）

少
な
く
書
か
れ
た
﹈
と
考
え
よ
う
。
ま
た
、「
ル
キ
ウ
ス
が
な
れesto

」
と
い
う
だ
け
の
場
合
も
同
様
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
た

と
え
「
ル
キ
ウ
ス
」
だ
け
で
も
同
じ
で
あ
る
。
マ
ル
ケ
ッ
ル
ス
は
、
厳
格
に
、
こ
れ
は
今
日
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
見
解
を
と
る
。

し
か
し
、
某
が
全
体
の
あ
る
部
分
を
、
某
が
残
り
の
全
部
を
、
と
い
う
よ
う
に
相
続
人
間
で
割
合
を
配
分
し
た
だ
け
で
、「
相
続
人

た
れ
」
と
い
う
文
言
を
付
け
加
え
て
い
な
か
っ
た
と
き
で
も
、
こ
の
相
続
人
指
定
は
有
効
で
あ
る
と
、
神
皇
ピ
ウ
ス
は
返
答
し
た
。

ユ
リ
ア
ヌ
ス
も
、
同
様
の
こ
と
を
言
っ
た
。

こ
の
法
文
か
ら
は
、
反
対
す
る
学
者
が
い
た
こ
と
も
伺
え
る
が
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
・
ピ
ウ
ス
の
宣
示
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス

を
引
用
し
て
補
強
し
て
い
る
。
相
続
人
指
定
や
遺
贈
の
解
釈
方
法
と
は
、
ひ
と
つ
は
こ
の
よ
う
に
所
定
の
用
語
の
欠
落
を
補
充
す
る
解
釈

方
法
の
こ
と
を
指
す
。
確
か
に
、
こ
れ
は
信
託
遺
贈
に
も
類
推
適
用
さ
れ
て
い
る
。
次
の
二
三
九
年
の
ゴ
ル
デ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
の
勅
法
で
は
、

信
託
遺
贈
に
お
い
て
、
欠
落
し
て
い
た

volo
と
い
う
語
の
追
加
で
不
完
全
な
意
味
が
完
全
に
な
る
な
ら
、
こ
の
追
加
を
認
め
て
い
る
。

C
.6 ,42 ,10

(A
D

.239 )

Im
perator

G
ordianus

.V
erbum

"
volo"

licetdesit,tam
en

quia
additum

perfectum
sensum

facit,pro
adiecto

habendum
est.

*
G

O
R

D
.A

.FIR
M

O
.*<A

239
PP.III

ID
.D

E
C

.G
O

R
D

IA
N

O
A

.E
T

A
V

IO
L

A
C

O
N

SS.>

ゴ
ル
デ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
か
ら
、
フ
ィ
ル
ム
ス
へ
。"volo"

の
語
を
落
と
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
加
え
て
完
全
な
意
味
に
で
き
る
の
な

ら
、
追
加
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
表
示
上
の
錯
誤
に
対
す
る
解
釈
を
支
え
る
原
則
と
し
て
、
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
法
文
（D

.28 ,5 ,1 ,5

）
で
は"plus
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nuncupatum
,

m
inus

scriptum
"

﹇
よ
り
多
く
言
明
が
な
さ
れ
、
よ
り
少
な
く
書
か
れ
た
﹈
と
い
う
法
原
則
が
照
会
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
パ

ピ
ニ
ア
ヌ
ス
法
文
（D

.31 ,67 ,9

）
で
確
認
さ
れ
る
、"m

inus
scriptum

"

も
こ
れ
か
ら
引
か
れ
た
表
現
で
あ
る
。
こ
の
法
原
則
は
、
他
の
ウ

ル
ピ
ア
ヌ
ス
の
い
く
つ
か
の
法
文
や
、
勅
法
で
も
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
適
用
は
こ
の
よ
う
な
単
純
な
語
の
欠
落
補
充
に
留
ま
ら
な
い

（
42
）

。

U
lp.5

ad
Sab.D

.28 ,5 ,9 ,2

Sed
si

non
in

corpore
erravit,sed

in
parte,puta

si,cum
dictasset

ex
sem

isse
aliquem

scribi,ex
quadrante

sit
scriptus,C

elsus

libro
duodecim

o
quaestionum

,digestorum
undecim

o
posse

defendi
ait

ex
sem

isse
heredem

fore,quasi
plus

nuncupatum
sit,

m
inus

scriptum
:quae

sententia
rescriptis

adiuvatur
generalibus.Idem

que
estetsiipse

testator
m

inus
scribat,cum

plus
vellet

adscribere.

し
か
し
、
物
に
つ
い
て
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
配
分
を
間
違
っ
た
場
合
、
た
と
え
ば
、
あ
る
者
に
二
分
の
一
を
指
定
す
る
と

言
っ
て
い
た
の
に
、
四
分
の
一
と
書
い
た
と
き
、
ケ
ル
ス
ス
は
質
疑
録
一
二
巻
と
法
学
大
全
一
一
巻
で
、
二
分
の
一
の
相
続
人
と
な

ろ
う
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
す
る
。
よ
り
多
く
言
明
が
な
さ
れ
、
よ
り
少
な
く
書
か
れ
た
﹇plus

nuncupatum
sit,

m
inus

scriptum

﹈
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
勅
法
に
よ
っ
て
一
般
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
遺
言
者
自
身
が
少
な
く
書

い
た
と
し
て
も
、
彼
が
よ
り
多
く
書
き
加
え
た
い
と
思
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
同
様
で
あ
る
。

こ
こ
で
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
が
引
用
す
る
見
解
は
、
二
世
紀
初
頭
の
プ
ロ
ク
ル
ス
派
の
法
学
者
ケ
ル
ス
ス
の
も
の
で
あ
る
。
事
案
は
、
遺
贈

に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
相
続
財
産
の
配
分
比
率
を
誤
っ
て
遺
言
に
少
な
く
書
い
た
ケ
ー
ス
を
扱
う
。
遺
言
者
は
遺
言
書
に
二
分
の
一
と

書
く
と
こ
ろ
を
四
分
の
一
と
書
い
た
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
相
続
財
産
が
完
全
に
配
分
さ
れ
ず
、
四
分
の
一
が
誰
に
も
帰
属
し
な
い
財
産
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17－ローマ法における信託遺贈の文言解釈― plus nuncupatum, minus scriptum（吉村）

に
な
っ
た
。
そ
の
場
合
、
通
常
は
遺
言
者
が
遺
言
書
に
配
分
し
た
比
率
に
従
い
、
こ
の
残
余
財
産
を
相
続
人
各
人
に
再
配
分
し
、
相
続
分

に
添
加
す
る
こ
と
に
な
る（

43
）

。
し
か
し
、
ケ
ル
ス
ス
は
、
遺
言
で
全
財
産
が
配
分
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
遺
言
者
の
意
思
で
な
い
こ
と
が

分
か
っ
て
い
る
と
い
う
場
合
に
、
従
来
の
方
法
で
は
な
く
、
遺
言
者
の
意
思
に
従
っ
て
、
当
該
の
相
続
人
の
配
分
を
増
加
さ
せ
る
方
法
を

選
択
し
た
。
そ
の
時
に
使
わ
れ
た
の
が
、plus

nuncupatum
,m

inus
scriptum

の
法
原
則
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の

"nuncupatum
"

は
、
握
取
行
為
遺
言
（
銅
衡
遺
言testam

entum
per

aes
et

libram

）
の
手
続
の
最
後
に
、
ロ
ー
マ

市
民
の
証
人
の
面
前
で
述
べ
ら
れ
る
、nuncupatio

〔
証
人
の
前
で
の
言
明
〕
を
想
起
さ
せ
る
。
マ
ン
テ
に
よ
れ
ば
、
握
取
行
為
遺
言
は
、

十
二
表
法
に
お
い
て
、
握
取
行
為
と
言
明
を
と
も
に
利
用
し
て
創
ら
れ
た
方
式
で
あ
り
、
遺
贈
の
起
源
も
こ
こ
に
あ
る
と
見
て
い
る
。
つ

ま
り
、
被
相
続
人
は
握
取
行
為
に
よ
っ
て
全
財
産
を
受
託
者
（「
遺
産
購
買
者
」）
に
譲
渡
し
、
受
託
者
は
、
被
相
続
人
が
述
べ
た
言
明
に

よ
っ
て
、
個
々
の
財
産
を
被
相
続
人
の
死
亡
後
に
一
定
の
者
に
引
き
渡
す
義
務
を
負
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
付
与
は
「
遺
贈
」

（legatum

）
と
呼
ば
れ
た
。
遺
贈
す
る
こ
と
を
表
すlegare

は
、「lex

（
言
明
に
よ
る
法
定
立
）
に
よ
っ
て
処
分
す
る
こ
と
」
に
由
来
す

る
と
さ
れ
る

（
44
）

。
十
二
表
法
に
と
っ
て
握
取
行
為
遺
言
は
口
頭
の
遺
言
で
あ
っ
た
。
文
書
に
よ
る
遺
言
が
主
流
に
な
っ
て
以
降
も
、
遺
言
を

純
粋
に
口
頭
で
作
成
す
る
こ
と
は
依
然
と
し
て
可
能
で
あ
り
、
帝
政
期
に
も
い
く
つ
か
知
ら
れ
て
る
が
、
そ
れ
ら
は
十
二
表
法
に
よ
る
完

全
に
有
効
な
遺
言
で
あ
っ
た（

45
）

。
こ
の
よ
う
に
、
口
頭
の
言
明nuncupatio

は
、
伝
統
的
に
有
効
な
遺
言
方
法
と
し
て
正
統
な
効
力
を
認
め

ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

plus
nuncupatum

,
m

inus
scriptum

を
引
用
し
た
ケ
ル
ス
ス
の
事
案
が
、
こ
の
口
頭
で
の
遺
言
で
あ
れ
ば
、
こ
の
原
則
の
意
味
は
明
快

で
あ
る
。
し
か
し
、
遺
言
書
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ロ
ー
マ
市
民
の
証
人
の
面
前
で
、
遺
言
書
を
手
に
し
て
行
わ
れ
る
握
取
行
為

遺
言
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
、nuncupatio

は
短
く
抽
象
的
な
儀
式
的
文
言
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
た
め

（
46
）

、
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
で
よ
り
多
く

言
明
が
な
さ
れ
た
﹇plus

nuncupatum

﹈
実
体
は
も
は
や
な
い
。
そ
こ
で
テ
レ
ヘ
ン
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
遺
言
書
の
作
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成
は
、
三
世
紀
を
通
し
て
も
、
遺
言
者
が
口
頭
の
供
述
に
よ
っ
て
終
意
意
思
を
書
記
に
書
き
取
ら
せ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
ケ
ル
ス
ス
の
事
案
も
書
記
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
遺
言
が
問
題
に
な
っ
た
と
解
す
る
。
そ
し
て
ケ
ル
ス
ス
は
、
口
頭
の

供
述
に
遺
言
者
の
真
の
意
思
が
あ
り
、
書
記
の
手
に
よ
る
遺
言
書
の
表
示
に
い
わ
ば
錯
誤
が
あ
っ
た
と
し
て
、
前
者
の
「
遺
言
者
の
意
思
」

に
効
果
を
帰
属
さ
せ
る
。
そ
の
と
き
に
、
も
ち
ろ
ん
書
記
へ
の
口
頭
の
供
述
はnuncupatio

で
は
な
い
が
、nuncupatio

の
概
念
を
終
意

意
思
と
遺
言
の
公
式
の
口
頭
宣
明
と
い
う
古
い
本
来
の
意
味
で
使
っ
た
の
が
こ
の
法
原
則
で
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る（

47
）

。
遺
言
を
補
充
修

正
し
う
る
唯
一
の
人
で
あ
る
遺
言
者
が
亡
く
な
っ
て
以
降
に
、
あ
え
て
遺
言
の
文
言
の
補
充
や
修
正
を
行
い
た
い
と
い
う
の
は
遺
言
制
度

を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
無
謀
な
要
請
だ
が
、
遺
言
の
文
言
よ
り
も
口
頭
の
言
明
を
優
位
に
お
く
こ
と
で
、
こ
れ
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

も
は
や
消
え
て
再
現
で
き
な
い
音
声
の
方
が
優
越
す
る
の
は
、
十
二
表
法
由
来
の
権
威
の
お
か
げ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
消
滅
し
た
音

声
に
、
遺
言
者
の
真
の
意
思
を
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、
慎
重
か
つ
説
得
的
に
、
形
式
主
義
か
ら
「
遺
言
者
の
意
思
」
へ
の
効
果
の
転
換
、

遺
言
に
意
思
表
示
の
瑕
疵
の
概
念
を
導
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

残
さ
れ
た
法
文
史
料
か
ら
は
、
ケ
ル
ス
ス
が
こ
の
原
則
を
扱
っ
た
最
初
期
の
一
人
と
さ
れ
る（

48
）

。
す
で
に
二
世
紀
に
は
、
市
民
法
上
の
制

度
の
中
で
、
遺
言
の
解
釈
を
通
じ
て
、
形
式
主
義
・
文
言
主
義
か
ら
意
思
主
義
に
つ
な
が
る
道
が
、
伝
統
の
権
威
を
盾
に
し
な
が
ら
模

索
・
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
文
の
最
後
で
、
三
世
紀
の
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
は
、
ケ
ル
ス
ス
の
見
解
を
遺
言
者
自
身
が
筆
記
し

た
遺
言
書
に
ま
で
拡
大
解
釈
し
て
い
る
。

パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
の
法
文
（D

.31 ,67 ,9

）
の"m

inus
scriptum

"

の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
遺
贈
の
解
釈
の
発
展
が
あ
る
。
パ
ピ
ニ
ア
ス
曰

く
、
信
託
遺
贈
の
設
定
で
語
が
欠
落
し
て
い
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
テ
キ
ス
ト
の
他
の
部
分
か
ら
補
充
が
類
推
さ
れ
る
場
合
、
相
続
人
の

指
名
と
遺
贈
か
ら
の
類
推
で
、
信
託
遺
贈
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は"m

inus
scriptum

"

と
だ
け
言
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
遺
言
書
だ
け
で
な
く
、
小
書
付
で
の
語
の
欠
落
に
ま
で
こ
れ
を
類
推
適
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。
も
し
遺
言
の
中
で
信
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託
遺
贈
に
言
及
し
て
い
た
ケ
ー
ス
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
論
拠
と
し
てnuncupatio

も
持
ち
出
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
パ
ピ
ニ
ア
ヌ

ス
は
そ
う
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る

（
49
）

。

ヴ
ォ
チ
は
、
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
の
こ
の
法
文
を
、
死
因
処
分
に
お
け
る
黙
示
の
意
思
の
項
で
扱
う
。plus

nuncupatum
,

m
inus

scriptum

の
法
原
則
は
、
結
局
、
表
示
を
変
更
す
る
解
釈
手
段
と
し
て
、
そ
れ
を
書
い
た
遺
言
者
の
意
思
を
持
ち
出
し
、
意
思
の
方
に
価
値
を
お
く

こ
と
を
言
い
表
す
こ
と
に
な
る（

50
）

。
表
示
上
の
錯
誤
と
い
う
概
念
の
一
つ
の
端
緒
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
こ
の
意
思
へ
の
配
慮
は
、
ケ

ル
ス
ス
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
黙
示
の
意
思
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
こ
う
し
て
遺
言
書
の
文
言
に
空
け
ら
れ
た
風
穴
は
、
形
式
主
義
か
ら

の
離
脱
・
意
思
主
義
へ
の
転
換
を
も
は
や
後
戻
り
で
き
な
い
も
の
に
し
、
さ
ら
に
解
釈
の
自
由
度
と
展
開
の
幅
は
拡
大
す
る
こ
と
に
な

る
。最

後
に
、
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
法
文
が
指
摘
し
た
、
第
三
の
点
に
触
れ
て
お
こ
う
。
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
セ
ウ
ェ
ル
ス
帝
が
こ
う
し
た
解
釈
を

追
認
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
の
仕
え
た
、
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ
ル
ス
帝
（
在
位
一
九
三
ー
二
一
一
年
）
を
指
す
が
、

本
法
文
で
判
断
の
事
実
が
伝
わ
る
の
み
で
、
具
体
的
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
ヴ
ォ
チ
は
、
こ
れ
は
個
別
の
勅
答
を
引
き
合
い
に
出
し
た

と
い
う
よ
り
、
新
た
な
立
法
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
法
文
か
ら
は
、
こ
の
勅
法
か
ら
原
則
が
引
き
出
さ
れ
た
の
で

は
な
く
、
原
則
か
ら
こ
の
勅
法
が
引
き
出
さ
れ
た
こ
と
も
わ
か
る（

51
）

。
ケ
ル
ス
ス
以
来
、
法
学
者
た
ち
が
鍛
え
た
原
則
が
立
法
化
し
た
一
例

と
い
え
よ
う
。
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む
す
び

以
上
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
柔
軟
な
解
釈
に
先
行
し
て
向
か
っ
て
い
る
の
は
、
信
託
遺
贈
で
は
な
く
、
市
民
法
の
方
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
遺
言
の
頭
と
基
礎
（caputetfundam

entum
testam

enti

）
で
あ
る
相
続
人
の
指
定
、
そ
し
て
遺
贈
と
い
っ
た
、
古
く
か
ら
の
形
式

主
義
・
文
言
主
義
・
伝
統
主
義
の
土
壌
の
固
い
殻
の
内
部
で
、
柔
軟
な
文
言
解
釈
が
限
界
ま
で
広
げ
ら
れ
、
慎
重
に
意
思
主
義
へ
の
転
換

が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
法
学
者
た
ち
は
、
不
完
全
な
信
託
遺
贈
の
処
分
行
為
に
対
処
す
る
場
合
に
、
類
似
の
問
題
に
直
面
し
た
な
ら
ば
、

遺
贈
で
採
っ
て
き
た
と
ほ
ぼ
同
じ
方
法
に
従
っ
て
い
た
。
た
だ
、
信
託
遺
贈
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
一
世
紀
末
ま
で
は
設
定
の
不
完

全
な
ケ
ー
ス
を
有
効
と
認
め
る
こ
と
に
反
対
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
信
託
遺
贈
が
市
民
法
由
来
で
な
い
制
度
で
常
に
自
由
な
解
釈
の
方
に

向
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
特
記
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
法
学
者
た
ち
は
、
二
世
紀
以
降
は
こ
れ
を
否
定
す
る
解
釈

に
は
戻
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ（

52
）

。
こ
う
し
た
既
存
の
枠
の
中
で
の
内
的
解
釈
で
は
、
む
し
ろ
市
民
法
の
方
が
先
行
し
、
信
託
遺
贈
は
そ
う
し

た
解
釈
を
類
推
し
、
さ
ら
に
拡
大
解
釈
し
て
、
遺
贈
に
追
従
し
な
が
ら
解
釈
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
信
託

遺
贈
の
真
の
革
新
性
は
、
も
う
一
つ
別
の
レ
ベ
ル
の
解
釈
を
展
開
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
次
稿
の
テ
ー
マ
と
し
た
い
。

（
１
）

学
説
彙
纂
で
信
託
遺
贈
を
扱
う
章
は
、D

.30

―36

の
七
章
だ
が
、
そ
の
う
ちD

.30

―32

は
す
べ
て
同
じ
タ
イ
ト
ル
『
遺
贈
及
び
信
託
遺
贈
に
つ
い
て

D
e

legatis
et

fideicom
m

issis

』
で
、
下
位
の
章
立
て
も
な
い
。
法
文
数
はD

.30

が
一
二
八
法
文
、D

.31

が
八
九
法
文
、D

.32

が
一
〇
三
法
文
で
あ
る
が
、

長
文
の
も
の
も
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

（
２
）

原
田
慶
吉
『
日
本
民
法
典
の
史
的
素
描
』
創
文
社
（
一
九
五
四
年
）
二
九
〇
―
二
九
一
頁
。

（
３
）

C
.6 ,43 ,2

(A
D

.531 )
;I.2 ,20 ,2 -3 .

船
田
享
二
『
ロ
ー
マ
法
』
第
四
巻
、
岩
波
書
店
（
一
九
七
一
年
）、
四
三
一
頁
。

（
４
）

Schulz,
C

lassical
R

om
an

Law
,

O
xford

(1951 )
p.314

（
塙
浩
訳
「
古
典
期
ロ
ー
マ
私
法
要
説
―
相
続
の
法
―
（
上
）」『
神
戸
法
学
雑
誌
』
第
三
四
巻
三

号
一
〇
〇
〇
頁
）。
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（
５
）

ロ
ー
マ
法
体
系
書
以
外
で
は
、
四
宮
和
夫
「
信
託
行
為
と
信
託
」『
法
学
協
会
雑
誌
』
第
五
九
巻
第
一
、
二
、
三
、
四
、
七
号
（
一
九
四
一
年
）（『
信
託

の
研
究
』
一
九
六
五
年
、
所
収
）
が
早
く
に
比
較
法
的
見
地
か
ら
ロ
ー
マ
の
信
託
遺
贈
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
受
け
て
、
船
田
享
二
「
信
託
の
羅
馬

法
的
構
成
の
問
題
」『
法
律
時
報
』
第
一
四
巻
第
五
号
（
一
九
四
二
年
）
が
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
山
田
晟
「
家
族
世
襲
財
産
の
起
源
と
消
滅
過
程
」『
近

代
土
地
所
有
権
の
成
立
過
程
』
有
信
堂
（
一
九
五
八
年
）
に
も
ロ
ー
マ
の
信
託
遺
贈
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
言
及
が
あ
る
。
武
藤
智
雄
「
こ
と
ば
と
意
思

（
一
）、（
二
・
完
）」『
阪
大
法
学
』
第
二
一
、
二
三
巻
（
一
九
五
七
年
）、
同
「
信
託
遺
贈
と
意
思
の
擡
頭
」
阪
大
法
学
、
第
三
〇
号
（
一
九
五
九
年
）
は
意

思
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
信
託
遺
贈
を
取
り
上
げ
る
。
近
年
で
は
、
オ
ス
ワ
ル
ド
・
カ
バ
ラ
ル
・
田
中
実
「
補
充
指
定
と
信
託
遺
贈
を
め
ぐ
る
ア
ル
チ

ャ
ー
ト
の
助
言
」『
南
山
法
学
』
第
二
三
巻
第
一
・
二
号
（
一
九
九
九
年
）
が
、
ア
ル
チ
ャ
ー
ト
の
貴
重
な
未
出
版
の
写
本
の
翻
訳
と
と
も
に
、
後
代
、
各

国
で
の
展
開
に
も
言
及
さ
れ
る
。

（
６
）

T
ab.X

II.5 ,3 ;
U

T
IL

E
G

A
SSIT

SU
PE

R
PE

C
U

N
IA

T
U

T
E

L
A

V
E

SU
A

E
R

E
I,

IT
A

IU
S

E
ST

O
.

「（
あ
る
者
が
）
家
産
な
い
し
自
分
の
物
の
後
見
に
つ

い
て
遺
贈
し
た
と
き
は
、
そ
の
遺
贈
処
分
は
法
と
な
れ
」。
佐
藤
篤
士
『
改
訂L

E
X

X
II

T
A

B
U

L
A

R
U

M

』
早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
（
一
九
九
三
年
）

七
八
―
八
五
頁
。

（
７
）

D
avid

Johnston,
The

R
om

an
Law

of
Trusts,

O
xford,

C
larendon

press,1988 ,
p.2 -6

、K
aser,

D
as

R
öm

ische
Privatrecht

(=R
PR

)
I,S.682 -690 ,756 -

757

、
カ
ー
ザ
ー
、
柴
田
光
蔵
訳
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』
創
文
社
（
昭
和
五
四
年
）
五
四
七
―
五
五
三
頁
、
船
田
、
前
掲
『
ロ
ー
マ
法
』
第
四
巻
、
二
七
二

―
二
八
〇
頁
、
三
九
三
頁
以
下
、
原
田
慶
吉
『
ロ
ー
マ
法
』
有
斐
閣
（
一
九
五
五
年
）
三
三
七
―
三
四
一
頁
、
三
六
三
―
三
六
四
頁
、
Ｕ．

マ
ン
テ
、
田
中

実
・
瀧
澤
栄
治
訳
『
ロ
ー
マ
法
の
歴
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
（
二
〇
〇
八
年
）
五
〇
―
五
三
頁
、
ワ
ト
ソ
ン
、
瀧
澤
栄
治
・
樺
島
正
法
訳
『
ロ
ー
マ
法
と
比

較
法
』
信
山
社
（
二
〇
〇
六
年
）
九
二
―
九
六
頁
。

（
８
）

Johnston,op.cit.,p.6 .

（
９
）

I.2 ,23 ,1 .
G

.2 ,278 .

マ
ン
テ
、
前
掲
『
ロ
ー
マ
法
の
歴
史
』
八
三
―
八
五
頁
。K

aser,
R

PR
I,

S.757 -758

、
カ
ー
ザ
ー
、
前
掲
『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』
六
〇

〇
―
六
〇
一
頁
、
ワ
ト
ソ
ン
、
前
掲
『
ロ
ー
マ
法
と
比
較
法
』
九
六
―
九
七
頁
。

（
10
）

Johnston,op.cit.,p.6 -7

、
船
田
、
前
掲
『
ロ
ー
マ
法
』
第
四
巻
、
四
二
三
―
四
二
五
頁
。

（
11
）

Johnston,op.cit.,p.6 -8 .

（
12
）

G
.2 ,253 .

（
13
）

Johnston,op.cit.,p.11 ,n.15 ;U
lp.D

.36 ,3 ,14 pr.;U
lp.D

.7 ,9 ,1 ,2 ;U
lp.D

.35 ,3 ,1 ,5 /13 .
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（
14
）

Johnston,op.cit.,p.11 -12 .
（
15
）

U
lp.D

.32 ,11 ,2
(A

ntonius
Pius)

;Paul.D
.32 ,27 ,2 ;36 ,1 ,76 pr.;40 ,5 ,38 ;49 ,14 ,48 pr.

（
16
）

P
linius,ep.10 ,75 -6

(T
rajan)

;
P

ap.D
.31 ,64

(M
arcus&

C
om

m
odus)

;
31 ,67 ,10

(M
arcus)

;
31 ,70 pr.

(C
aracalla)

;
U

lp.D
.40 ,5 ,37

(M
arcus)

;

D
.32 ,11 ,2 /18

(A
ntonius

P
ius)

と19
(C

aracalla)
;

C
all.D

.35 ,3 ,6
(C

om
m

odus)
;

P
ap.D

.31 ,69 pr.

（
無
名
人
）。
他
の
例
に
つ
い
て
は
、C

.6 ,42
de

fideicom
m

issis

を
見
よ
。

（
17
）

Johnston,op.cit.,p.12 -13 .

（
18
）

I.2 ,23 ,1 ;25 pr.

（
19
）

U
lp.D

.1 ,4 ,1 ,1 -2 .

（
20
）

G
.2 ,253 -259 ;C

.2 ,23 ,4 -9
、
船
田
、
前
掲
『
ロ
ー
マ
法
』
第
四
巻
、
四
二
六
―
四
三
〇
頁
。

（
21
）

U
lp.D

.40 ,5 ,26 ,7 -;28 ;47 ,2 ;49 .

（
22
）

Paul.D
.40 ,5 ,5 ;U

lp.D
.40 ,5 ,28 ,4 ;30 ,6 ;M

arc.D
.40 ,5 ,51 ,8 ;

船
田
享
二
『
ロ
ー
マ
法
』
第
一
巻
、
岩
波
書
店
（
一
九
六
八
年
）
三
〇
〇
頁
。

（
23
）

U
E

.22 ,5 ;Paul.D
.36 ,1 ,27 .

（
24
）

Johnston,op.cit.,p.13 -14 .

（
25
）

原
田
、
前
掲
『
ロ
ー
マ
法
』
三
六
六
頁
。

（
26
）

U
lp.D

.32 ,11 pr.;
Fideicom

m
issa

quocum
que

serm
one

relinqui
possunt,non

solum
L

atina
vel

G
raeca,sed

etiam
Punica

vel
G

allicana
vel

alter
ius

cuiuscum
que

gentis.

「
信
託
遺
贈
は
い
か
な
る
言
語
で
で
も
遺
さ
れ
う
る
。
ラ
テ
ン
語
や
ギ
リ
シ
ャ
語
だ
け
で
な
く
、
ポ
エ
ニ
語
や
ガ
リ
ア
語
、
他
の
国
の

言
葉
で
も
よ
い
。」G
.2 ,281

参
照
。

（
27
）

船
田
享
二
訳
『
ガ
イ
ウ
ス
法
学
提
要
（
新
版
）』
有
斐
閣
（
昭
和
四
二
年
）
一
七
四
頁
、
佐
藤
篤
士
訳
『
ガ
イ
ウ
ス
法
学
提
要
』
敬
文
堂
（
二
〇
〇
四
年
）

一
一
〇
―
一
一
一
頁
参
照
。

（
28
）

G
.2 ,250 .

船
田
訳
、
前
掲
『
ガ
イ
ウ
ス
法
学
提
要
』
一
七
四
頁
、
佐
藤
訳
、
前
掲
『
ガ
イ
ウ
ス
法
学
提
要
』
一
一
一
頁
参
照
。

（
29
）

Johnston,op.cit.,p.156 -157 ,n.3

参
照
。〈peto

〉V
al.D

.31 ,12
(Pegasus)

;C
els.D

.31 ,29 pr.

（C
alsus

父
）
後
述；

Iav.D
.32 ,41 ,1 ;Iav.D

.36 ,1 ,48 .

な
ど
、

〈dari
volo

〉U
lp.D

.33 ,2 ,22
(A

risto)

、〈fideicom
m

itto

〉M
arc.D

.32 ,95
(A

risto)
、〈rogo

〉P
aul.

D
.35 ,1 ,43

(P
lautius,

P
roculus,

C
assius)

;
P

aul.

D
.22 ,1 ,14

(N
eratius)

な
ど
。
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（
30
）

U
lp.D

.30 ,115 .
（
31
）

U
lp.D

.32 ,11 ,2 ;
S

i
ita

quis
scripserit:

"Illum
tibi

com
m

endo",
divus

P
ius

rescripsit
fideicom

m
issum

non
deberi:

aliud
est

enim
personam

com
m

endare,
aliud

voluntatem
suam

fideicom
m

ittentis
heredibus

insinuare.

「
あ
る
者
が
『
私
は
こ
れ
を
あ
な
た
に
任
す
』
と
書
い
た
場
合
、
神
皇
ピ

ウ
ス
は
信
託
遺
贈
は
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
と
勅
答
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
人
に
任
す
も
の
だ
っ
た
り
、
信
託
遺
贈
を
遺
す
意
図
を
相
続
人
に
示
す
も
の

だ
っ
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。」Johnston,op.cit.,p.164 .

（
32
）

Johnston,op.cit.,
p.168 ,n.21 ;

(S
caevola)

D
.32 ,41 ,10 ;

(P
auls)

D
.28 ,29 pr.;

(U
lpianus)

D
.32 ,11 ,1 ;

D
.36 ,1 ,13 ,3 ;

D
.40 ,5 ,24 ,8 ;

(P
apinianus)

D
.24 ,1 ,54 ;D

.26 ,2 ,28 ,1 ;D
.31 ,67 ,9 -10 ;D

.31 ,77 ,8 .9 .15 .17 .26 ;D
,31 ,78 ,3 ;D

.34 ,1 ,10 ,1 ;D
.35 ,1 ,101 pr.;D

.35 ,2 ,15 ,6 ;D
.36 ,1 ,56 .

（
33
）

Johnston,op.cit.,p.168 .

（
34
）

Johnston,op.cit.,p.165 .

（
35
）

G
.2 ,193 ;Pom

p.D
.8 ,6 ,19 ,1 ;M

arc.D
.33 ,3 ,3 ;Paul.D

.33 ,7 .

（
36
）

A
lf.D

.30 ,106 .

（
37
）

G
.2 ,201

（
38
）

D
iocl.C

.5 ,16 ,14 pr.(A
D

.290 )

（
39
）

U
lp.D

.32 ,11 ,9 .

法
文
は
後
半
で
信
託
遺
贈
を
肯
定
す
る
が
、
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
は
こ
れ
を
改
竄
で
あ
る
と
す
る
。Johnston,op.cit.,p.167 .

（
40
）

た
と
え
ば
、Scaev.D

.32 ,38 ,7 ;U
lp.D

.32 ,68 ,1 .

（
41
）

Johnston,op.cit.,p.168 -169 ,p.173 ,p.181 .

（
42
）

D
iocl.C

.6 ,23 ,7
(A

D
.290 )

;U
lp.D

.28 ,5 ,1 ,5 ;U
lp.D

.28 ,5 ,9 ,2 ;U
lp.D

.28 ,5 ,9 ,5

（
43
）

船
田
、
前
掲
『
ロ
ー
マ
法
』
四
巻
、
三
八
五
ー
三
八
八
頁
。

（
44
）

マ
ン
テ
、
前
掲
『
ロ
ー
マ
法
の
歴
史
』
五
〇
―
五
一
頁
、
四
〇
―
四
一
頁
。
十
二
表
法
（6 ,1

）"cum
nexum

faciet
m

ancipium
que,

uti
lingua

nuncupassit,ita
ius

esto."

「
あ
る
者
が
拘
束
行
為
ま
た
は
握
取
行
為
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
舌
で
言
明
し
た
こ
と
が
有
効
な
法
と
な
る
」。

（
45
）

マ
ン
テ
、
前
掲
『
ロ
ー
マ
法
の
歴
史
』
五
二
頁
。

（
46
）

G
.2 ,104 ;

Schulz,
C

lassical
rom

an
law

,
p.242 -243

（
塙
浩
訳
「
古
典
期
ロ
ー
マ
私
法
要
説
―
相
続
の
法
―
（
上
）」『
神
戸
法
学
雑
誌
』
第
三
四
巻
三
号

五
八
四
―
五
八
六
頁
）、
船
田
、
前
掲
『
ロ
ー
マ
法
』
四
巻
、
二
七
二
―
二
七
六
頁
。
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（
47
）

T
ellegen-C

ouper,T
he

origin
of

"quand
m

inus
scriptum

,plus
nuncupatum

videtur"
used

by
D

iocletianin
C

.6 ,23 ,7 ,R
ID

A
27

(1980 )
p.315 -316 .

（
48
）

T
ellegen-C

ouper,op.cit.,p.321 -326 .

（
49
）

T
ellegen-C

ouper,op.cit.,p.328 -330

、Johnston,op.cit.,p.181 -182 .

（
50
）

V
oci,D

iritto
ereditario

R
om

ano
II2 nd

ed.,M
ilan

(1963 )
p.900 -902 .

（
51
）

V
oci,op.cit.,p.901 -902 .

（
52
）

た
と
え
ば
、V

al.D
.32 ,12 ;

"Stichus
liber

esto:
et

ut
eum

heres
artificium

doceat,
unde

se
tueri

possit,
peto".

Pegasus
inutile

fideicom
m

issum

esseait,
quia

genus
artificii

adiectum
non

esset:
sed

praetor
aut

arbiter
ex

voluntate
defuncti

et
aetate

et
condicione

et
natura

ingenioque
eius,

cui

relictum
erit,statuet,quod

potissim
um

artificium
heres

docere
eum

sum
ptibus

suis
debeat.

『
ス
テ
ィ
ク
ス
を
解
放
せ
よ
。
そ
し
て
、
彼
が
自
ら
生
活
で

き
る
た
め
彼
に
技
術
を
教
え
る
よ
う
私
は
私
の
相
続
人
に
要
求
す
る
。』
ペ
ガ
ス
ス
は
、
こ
の
信
託
遺
贈
は
無
効
で
あ
る
と
言
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
仕
事
の

種
類
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
務
官
な
い
し
審
判
人
は
、
故
人
の
意
思
と
遺
贈
を
受
け
た
者
（
受
益
者
）
の
年
齢
、
状
態
、

性
格
、
能
力
に
従
っ
て
、
相
続
人
が
彼
の
費
用
で
教
え
る
べ
き
最
善
の
技
術
が
何
か
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。」
こ
の
法
文
で
、
一
世
紀
の
プ
ロ
ク
ル

ス
派
の
学
者
で
あ
る
ペ
ガ
ス
ス
は
、
ど
の
よ
う
な
技
術
な
の
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
処
分
行
為
の
有
効
性
を
否
定
し
た
が
、
彼
は
二
世
紀
の

サ
ビ
ヌ
ス
派
の
学
者
で
あ
る
ウ
ァ
レ
ン
ス
か
ら
反
論
を
受
け
て
い
る
（Johnston,op.cit.,p.182 -183

）。
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